
高等学校等就学支援金等

課題
背景説明
○ 家庭の経済状況にかかわらず、自らの希望に応じた教育を受けるこ
とのできる環境を整備し、高校生等が安心して教育を受けることがで
きるよう、家庭の教育費負担の軽減を図ることが喫緊の課題。

目的・目標
○ 高等学校等の授業料に充てるために高等学校等就学支援金を支給することで、
家庭の教育費負担の軽減を図り、自らの希望に応じた教育を受けることのできる環
境を整備し、教育の機会均等を図り、もって、我が国社会を担う豊かな人間性を
備えた人材の育成に資する。

令和８年度予算額   5,824億円
(前年度予算額                   4,074億円)

事業内容（事業実施期間：平成２２年度～、【新制度】令和８年度～）
◆自由民主党・公明党・日本維新の会 無償化を含む、多様で質の高い教育の在り方に関する検討チームによる三党合意（令和７年10月29日、

令和７年12月18日）に基づき、いわゆる高校無償化については、我が国社会を担う人材育成のため、高校生等の授業料に充てる高等学校等就学
支援金制度の拡充を図り、年収に関わらず、高等学校等に通う日本人等の生徒を対象に、高等学校等就学支援金を支給。また、国と地方の役割分
担の在り方を踏まえ、これまでの10／10国負担から１／４の都道府県負担を導入。 （設置者が代理受領）

公・私立高校等：国３／４、都道府県１／４
国立高校等 ：国１０／１０

負担
割合

新制度
対象校種

高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（1～3年）、専修学校高等課程、専修学校一般課程及び
各種学校のうち国家資格者養成課程（中学校卒業者を入所資格とするもの）を置くもの、海上技術学校

公・私立高校等：都道府県
国立高校等 ：国

実施
主体

新制度
対象者

上記の対象校種に在学し、日本国内に住所を有する者のうち、以下①～⑦のいずれかに該当する者。
①日本国籍を有する者、②特別永住者、③永住者、④日本人の配偶者等、⑤永住者の配偶者等、⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者、
⑦家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

【新制度】 所得制限  ：なし
支給上限額：11万8800円（公立）、 45万7200円（私立）

※ 国立高校等についても、実質無償。
※ 私立高校等の通信制課程に通う生徒の支給上限額は 33万7200円。

【参考（予算補助）】新制度対象外となる新入生（留学生を除く）
が対象

【経過措置】新制度対象外となる在校生（留学生を含む）が対象

※新たな制度の検証については、法施行後、３年以内の期間に十分な検証を行った上で、必要な制度の見直しを実施。

支給上限額

年収目安

 45万7200円 
  （私立高校の平均授業料

   を勘案した水準） 【所得制限なし】

年収目安

支給上限額

11万8800円 
 

私立高校等は旧制度と同様の加算

（国公私立共通）旧制度と同様の支援

 39万6000円 
  

590万円 910万円

【高等学校等就学支援金（経過措置）】 【新修学支援（予算補助）】

 11万8800円 
 （公立高校の授業料）

年収目安

支給上限額

私立高校等は旧制度と同様の加算

（国公私立共通）旧制度と同様の支援

590万円 910万円

 39万6000円 
  

11万8800円 
 

＜内訳＞ 高等学校等就学支援金交付金  5,800億円
 公立高等学校授業料不徴収交付金 0.1億円
 高等学校等就学支援金事務費交付金  24億円

（担当：初等中等教育局高等学校振興課高校修学支援室）



区分 該当例 在留期間 支援金の支給 （参考）

①日本国籍を
有する者 日本人、日本に帰化した外国人 ― 支給対象

②特別永住者 特別永住者として本邦に在留する者 無期限 支給対象

③永住者等

永住者 法務大臣から永住の
許可を得た者 無期限

支給対象
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、子、

特別養子
5年、3年、1年
又は6月

永住者の配偶者等
永住者・特別永住者
の配偶者及び本邦で
出生し引き続き在留
している子

5年、3年、1年
又は6月

④定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留
期間を指定して居住を認める者（第三国定
住難民、日系３世、中国残留邦人等）

5年、3年、1年
又は6月又は法
務大臣が個々に
指定する期間
（5年以内）

定住者のうち、「将来永住する意
思があると認められた者」は、支
給対象 ●新制度対象外の在

校生（留学生含
む）には、旧制度
の支援を継続。

●新制度対象外の新
入生（留学生除
く）には、旧制度
と同等の水準の予
算措置を実施。

⑤家族滞在 教授、芸術等の在留資格をもって在留する
者の扶養を受ける子など

法務大臣が個々
に指定する期間
（5年以内）

家族滞在のうち、「小学校及び中
学校を卒業した者であって、高校
等卒業後、日本で就労して定着す
る意思があると認められた者」は、
支給対象

⑥右記の在留
資格により在
留する者

・外交、公用
・文化活動
・留学、研修
・特定活動 等

区分の内容に応
じて15日から5
年の期間

支給対象外

※在留資格の取得・変更・更新は、全て法務大臣の許可が必要。

高等学校等就学支援金・新制度における国籍・在留資格等に関する支給要件等



●自由民主党、公明党、日本維新の会 合意（令和７年２月25日）（抄）

① いわゆる高校無償化
・ 「骨太方針2025」の策定までに大枠を示した上で、令和8年度予算編成過程において成案を得て、実現する。
・ 令和8年度から、収入要件を撤廃し、私立加算額を45.7万円に引き上げる。低中所得層への高校生等奨学給付金の拡充や公立高校
などへの支援の拡充を行う。

●経済財政運営と改革の基本方針2025（骨太方針2025）（令和７年６月13日 閣議決定）（抄）

（質の高い公教育の再生）
いわゆる高校無償化、（略）については、これまで積み重ねてきた各般の議論[249]に基づき具体化を行い、令和8年度予算の編成過程にお
いて成案を得て、実現する。

[249] 「自由民主党、公明党、日本維新の会 合意」（令和７年２月25日）、「三党合意に基づくいわゆる高校無償化に関する論点の大枠整理」（令和７年６月11日自由民主党・公明
党・日本維新の会 無償化を含む、多様で質の高い教育の在り方に関する検討チーム）、「「給食無償化」に関する課題の整理について」（令和６年12月27日文部科学省）等。

いわゆる高校無償化の実現に向けた合意等①



●三党合意に基づく令和８年度以降の高校教育等の振興方策について（令和７年１０月２９日 ）（抄）
自由民主党・公明党・日本維新の会 無償化を含む、多様で質の高い 教育の在り方に関する検討チーム

１．高等学校等就学支援金制度について
（１）外国籍生徒、外国人学校の扱い
● 現行制度の受給資格を見直し、在留資格を要件とする制度を導入することとし、具体的には、高等教育の修学支援新制度と同様に「留
学」等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外とする。また、各種学校のうち外国人学校を指定する制度については、
廃止する。
● その上で、在校生（留学生を含む）については、在学関係が続く限り現行制度による支援を継続する。新入生については、従前の制度で
は支給対象となっていた者（留学生を除く）には、収入要件の設定を含めて現行制度による支援と同等の水準で支援を行い、留学生には
留学政策等の観点から別途の支援を行う。

（２）支給上限額
● 就学支援金の支給上限額については、私立全日制は現行39.6 万円を45.7 万円とするとともに、私立通信制については、支給上限額
を33.7 万円とする。（略）

（３）いわゆる便乗値上げの防止
● 授業料の透明性等を確保するため、国において授業料等学納金に係る情報について、インターネット上で一元的に確認できる組みを整備
する。
● 国において、私学助成を交付する場合の減額措置の基本的な考え方や規定例等を示し、都道府県に対して合理性のない便乗値上げを
防止する仕組みの構築を促すこととし、こうした仕組みが整備されない都道府県に対しては、国からの私学助成に要する補助金を減額する。

（４）新たな制度の検証
● 国民の様々な意見や新たな制度の実施状況や先行自治体の取組の分析等を踏まえて、収入要件や外国籍生徒・外国人学校の扱い、
支給上限額、いわゆる便乗値上げの抑制策の実施による影響、特に地方や公立高校への影響について、三党で検証の枠組みを設け、３
年以内の期間に十分な検証を行った上で、必要な制度の見直しを行う。(略）

２．高校教育の振興を含む人材育成システムの改革
（略）

３．三党合意の円滑な実施に向けた安定財源の確保等
●（略）税制による対応も含め恒久財源を確保することが不可欠であり、三党で責任をもって対応する。

いわゆる高校無償化の実現に向けた合意等②



三党合意に基づく
いわゆる高校無償化に関する国と地方の関係について（令和７年１２月１８日 ）（抄）
自由民主党・公明党・日本維新の会 無償化を含む、多様で質の高い 教育の在り方に関する検討チーム

１．国と地方（都道府県）の役割分担の在り方及び負担割合について
 ・ 現行の高等学校等就学支援金制度については、高校教育に要する経済的負担を軽減することにより、高校教育の機会均

等を実現することを目的として、所得制限を設け、経済的負担を軽減する必要がある者に受給資格を認める仕組みとなっ
ており、国主導で１０/１０国負担により実施されてきた。

・ 令和８年度からの新たな就学支援金制度においては、高校教育が国民的な教育 になっていることも踏まえ、所得要件を
撤廃し、支給上限額を大幅に引き上げる 改正を講じることで、全ての生徒に対し、公私立を問わず多様な学びの選択肢を 
与える制度となる。 

・ 都道府県は、公立高校の設置者、私立高校の所轄庁として、高校教育を提供する責任を有している。これらを踏まえれ
ば、都道府県も高校無償化に一定の責任を有していることから、地方における安定的な財源の確保を前提に、今般の拡充 
にあたり、1/4 の都道府県負担を導入する。 

・ あわせて、地方からは今般の高校無償化に伴う公立高校離れや都市部と地方部の地域間格差の拡大などを懸念する声が
あることを踏まえ、「三党合意に基づく令和８年度以降の高校教育等の振興方策について」（令和７年 10 月 29 日、自
由民主党・公明党・日本維新の会 無償化を含む、多様で質の高い教育の在り方に関する検討チーム）において合意された
内容等に沿い、交付金等の新たな財政支援の仕組みの構築や緊要性のある取組等の先行実施に取り組むとともに、公立高
校等の施設設備等の整備に活用することのできる交付税措置のある地方債を創設する。 

２．地方負担に関する対応について 
・ 新たな就学支援金制度に係る地方負担については、地方財政計画の歳出に全額計上するとともに、地方の安定財源を確

保した上で、一般財源総額を増額確保する。個別団体の地方交付税の算定に当たっても、地方負担の全額を基準財政需要 
額に算入する。 

・ 具体的には、地方の財政負担を的確に措置するため、各団体における公立高校の生徒数と私立高校の生徒数のそれぞれ
に生徒一人当たりの支援単価を乗じて算出した額を基準財政需要額に算入し、地方団体に見える形で普通交付税を算定する

いわゆる高校無償化の実現に向けた合意等③


